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令和４年１月２５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和２年(ワ)第５６１６号 特許権侵害損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 令和３年１０月２７日 

判        決 

   5 

    原        告      株式会社ＤＡＰリアライズ 

     

 

被     告      シ ャ ー プ 株 式 会 社 

 10 

同訴訟代理人弁護士      生   田   哲   郎 

同               佐   野   辰   巳 

主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 15 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   被告は，原告に対し，３０００万円及びこれに対する令和２年３月３１日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 20 

 １ 事案の要旨 

   本件は，発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用した

パーソナルコンピュータシステム」とする特許第４５５５９０１号の特許（以

下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）の特許

権者である原告が，別紙被告製品目録記載の各製品（以下，併せて「被告各製25 

品」という。）が本件特許の特許請求の範囲の請求項１記載の発明（以下「本件
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発明」という。）の技術的範囲に属するものであり，被告による被告各製品の製

造販売が本件特許権の侵害に当たると主張して，不法行為による損害賠償請求

権に基づき，被告各製品の実施料相当額（特許法１０２条３項）の合計６億４

０００万円の一部として，３０００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日

である令和２年３月３１日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改5 

正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。   

 ２ 前提事実（当事者間に争いがない事実並びに後掲の証拠（以下，書証番号は

特記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

  (1) 当事者 

   ア 原告 10 

     原告は，各種情報処理・通信システムの考案・開発等を目的とする株式

会社である。 

   イ 被告 

     被告は，電機メーカーであり，スマートフォンを始めとする携帯情報通

信装置の企画，製造，販売等を行っている株式会社である。 15 

  (2) 本件特許 

   ア 原告は，平成１７年１２月２１日（優先日平成１６年１２月２４日及び

平成１７年７月２８日，優先権主張国日本）を出願日とする特許出願（特

願２００５－３６７３７３号）の一部を分割して出願した特許出願（特願

２００６－２７７０６２号）の一部を更に分割して，平成２０年６月２３20 

日，新たに本件特許の特許出願（特願２００８－１６２６７８号。以下「本

件出願」という。）をし，平成２２年７月３０日，本件特許権の設定登録（請

求項の数４）を受けた（甲１ないし３）。 

   イ 原告は，平成２８年５月１９日，本件出願の願書に添付した特許請求の

範囲を訂正することを求める旨の訂正審判請求（訂正２０１６－３９００25 

６９号事件）をしたところ，特許庁は，同年１０月１７日，上記特許請求
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の範囲の請求項２ないし４について訂正することを認める一方，同請求項

１に係る訂正についての審判請求は成り立たない旨の審決を受けた。そこ

で原告は，同年１１月２９日，審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成２

８年（行ケ）第１０２５７号事件）を提起したが，同裁判所は，平成２９

年１０月１９日，原告の請求を棄却する判決をし，上記審決は同年１１月5 

７日確定した（甲１，２２）。 

   ウ 原告は，平成３０年４月９日，前記イの特許請求の範囲を本件特許の特

許請求の範囲のとおり訂正すること（以下「本件訂正」という。）を求める

旨の訂正審判請求（訂正２０１８－３９００７０号事件）をしたところ，

特許庁は，同年７月２５日，本件訂正を認める旨の審決をし，同審決は，10 

同年８月２日確定した（以下「本件訂正審判」という。審決確定後の請求

項の数１。甲１，３）。 

   エ 本件特許の訂正請求 

     被告は，本件特許について無効審判を請求したところ（無効２０２０－

８０００３２），原告は，令和３年３月２２日付で，請求項１を次のとおり15 

訂正することを求める訂正請求を行った（甲２４）。そして，特許庁は，同

年１０月１２日，同訂正請求をいずれも認めた上，無効審判請求を不成立

とする旨の審決をした（甲３１）。 

(ｱ) 訂正事項１ 

「を備える携帯情報通信装置において，」 20 

とあるのを， 

「を備え， 

前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像

度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号

に変換の上，前記中央演算回路に送信し，前記中央演算回路が該デジタ25 

ル信号を受信して，該デジタル信号が伝達する画像データを処理し，前
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記グラフィックコントローラが，該中央演算回路の処理結果に基づき，

前記単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出し

を行い，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」

を生成し，該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記イ

ンターフェース手段に送信して，前記ディスプレイ手段又は前記外部デ5 

ィスプレイ手段に画像を表示する機能（以下，「高解像度画像受信・処理・

表示機能」と略記する）を有する， 

携帯情報通信装置において，」 

と訂正する。 

(ｲ) 訂正事項２ 10 

「前記グラフィックコントローラは，前記携帯情報通信装置が「本来

解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処

理して画像を表示する場合に，」 

とあるのを， 

「前記グラフィックコントローラは，前記携帯情報通信装置が前記高15 

解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に，」 

と訂正する。 

  (3) 特許請求の範囲 

    本件特許の特許請求の範囲の請求項１（本件訂正後のもの）は，別紙特許

請求の範囲記載のとおりである。 20 

  (4) 本件発明の構成要件の分説 

    本件発明は，次のとおり，構成要件ＡないしＫに分説することができる（以

下，分説に係る各構成要件については頭書の符号に対応させて「構成要件Ａ」

などという。）。 

   Ａ ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し，該入力データを後25 

記中央演算回路へ送信する入力手段と； 
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   Ｂ 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上，後記中央演算回路に送信

するとともに，後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に

変換して送信する無線通信手段と； 

   Ｃ 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可

能なデータファイルとを格納する記憶手段と； 5 

   Ｄ 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラ

ムとに基づき，前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理

を行い，リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか，又は，自らが処

理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し，その後読み出

した上で処理する中央演算回路と，該中央演算回路の処理結果に基づき，10 

単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行

い，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生

成し，該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インター

フェース手段に送信するグラフィックコントローラと，から構成されるデ

ータ処理手段と； 15 

   Ｅ 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディ

スプレイパネルと，前記グラフィックコントローラから受信したデジタル

表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディ

スプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と； 

   Ｆ 外部ディスプレイ手段を備えるか，又は，外部ディスプレイ手段を接続20 

するかする周辺装置を接続し，該周辺装置に対して，前記グラフィックコ

ントローラから受信したデジタル表示信号に基づき，外部表示信号を送信

するインターフェース手段と； 

   Ｇ を備える携帯情報通信装置において， 

   Ｈ 前記グラフィックコントローラは，前記携帯情報通信装置が「本来解像25 

度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して
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画像を表示する場合に，前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネ

ルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み

出し，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を

生成し，該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能

と，前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より5 

大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出

したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジ

タル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と，を実現し， 

   Ｉ 前記インターフェース手段は，前記グラフィックコントローラから受信

した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を，デジタルＲ10 

ＧＢ，ＴＭＤＳ，ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれか

の伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して，該デジタル外

部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する， 

   Ｊ ことにより， 

     前記外部ディスプレイ手段に，「前記ディスプレイパネルの画面解像度15 

より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした， 

   Ｋ ことを特徴とする携帯情報通信装置。 

  (5) 被告各製品の構成 

    被告各製品は，いずれも，別紙「被告各製品の本件発明に対応する構成（原

告の主張）」記載の構成（以下，符号に対応させて「構成ａ」などという。）20 

のうち，構成ａ，ｂ，ｃ，ｄ（第３段落（「また，」以下の部分）を除く。），

ｅ，ｆ，ｇ（「以上を備える」の部分を除く。），ｉ，ｊ（「以上により，」の部

分を除く。），ｋを備えており，構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ，Ｆ，Ｇ（「を備える」

の部分を除く。），Ｉ，Ｊ（「ことにより，」の部分を除く。），Ｋを充足する（弁

論の全趣旨）。 25 

また，構成ｄについては，上記の構成に加え，次の構成を有する（弁論の
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全趣旨）。 

「ＣＰＵが無線通信手段から受信した信号（圧縮した通信信号）をデコ

ードして画像データを展開し，拡大／縮小（補間／間引き）を適宜行って

内蔵用表示データ及び外部用表示データを生成し，生成した表示データを

ＣＰＵに接続されたＳＤＲＡＭに書き込み／読み出しを行い，その内蔵用5 

表示データ及び外部用表示データを液晶コントローラに送信する。 

液晶コントローラには６個の２Ｍビット（２５６ｋバイト）ＤＲＡＭが

内蔵されているが，これは外部表示用のラインバッファ（２０ライン分）

であり，画像全体を書き込み／読み出しするためのものではない。」 

  (6) 被告による被告各製品の製造販売 10 

    被告は，平成２２年１１月から平成２５年１月頃の間に，被告各製品を製

造，販売した。  

 ３ 争点 

  (1) 被告各製品の２０ライン分のラインバッファは，「単一のＶＲＡＭ」を充足

するか（構成要件Ｄ及びＨの充足性）（争点１） 15 

  (2) 無効の抗弁（特許法１０４条の３第１項）の成否（争点２） 

   ア 乙１発明を主引例とする新規性欠如（無効理由１） 

   イ 乙１発明を主引例とし，乙５発明を副引例とする進歩性欠如（無効理由

２） 

   ウ 乙５発明を主引例とし，乙１発明を副引例とする進歩性欠如（無効理由20 

３） 

   エ 乙５発明を主引例とし，乙６発明を副引例とする進歩性欠如（無効理由

４） 

   オ 「単一のＶＲＡＭ」なる語句の意義が不明瞭であることによる明確性要

件違反（無効理由５） 25 

   カ 本件明細書に「単一のＶＲＡＭ」としたことの作用効果の記載がないこ
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とによるサポート要件違反（無効理由６） 

   キ 訂正要件違反（無効理由７） 

   ク 本件明細書に「適切に処理する」以外の処理が記載されていないことに

よるサポート要件違反（無効理由８） 

  (3) 訂正の対抗主張の可否（争点３） 5 

  (4) 原告における損害の発生の有無及びその額（争点４）   

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１（被告各製品の２０ライン分のラインバッファは，「単一のＶＲＡＭ」

を充足するか（構成要件Ｄ及びＨの充足性））について 

（原告の主張） 10 

   被告各製品の液晶コントローラは，「外部表示データのラインバッファに用   

いるＤＲＡＭ」を内蔵しており，この液晶コントローラが内蔵するＤＲＡＭは，

構成要件Ｄ，Ｈの「単一のＶＲＡＭ」に相当するから，被告各製品は，構成要

件Ｄ，Ｈを充足する。 

被告は，液晶コントローラが内蔵するＤＲＡＭはラインバッファであって，15 

フレームバッファではないからＶＲＡＭではないと主張している可能性があ

るが，フレームバッファはあくまでもＶＲＡＭの一種であり，フレームバッフ

ァでないからと言ってＶＲＡＭではないということにはならない。 

また，被告は，ビットマップデータの読み出しについて，例えば，「４８０×

８５４画素のビットマップデータを一挙に読み出す」といった特定の方法を暗20 

黙のうちに想定しているものと思われるが，本件発明の構成要件Ｈは，「ビッ

トマップデータの読み出し」の具体的な方法について，何らの特定も行ってい

ないのであるから，上記主張には理由がなく，失当である。 

（被告の主張） 

原告の上記主張は，争う。 25 

構成要件Ｄ，Ｈの「単一のＶＲＡＭ」の用語の意義解釈では，本件明細書の
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段落【０１１５】，【０１１７】及び【０１２７】の記載を考慮すべきであり，

これによれば，構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」は，仮想画面における

ビットマップデータの書き込みを行うこと，並びに，内部ディスプレイ及び外

部ディスプレイ装置の画面解像度と同じ解像度を有する画像を記述するビット

マップデータを切り出すこと，を行うＶＲＡＭの意義であると解される。 5 

     しかして，被告各製品の液晶コントローラに内蔵されたＤＲＡＭは，外部用

表示データのラインバッファ（２０ライン分）であり，画像全体を書き込み／

読み出しするメモリではないから，構成要件Ｄ，Ｈの「単一のＶＲＡＭ」に相

当するとはいえず，被告各製品は，構成要件Ｄ，Ｈを充足しない。すなわち，

被告各製品に備えられた液晶コントローラに内蔵されたＤＲＡＭでは「ディス10 

プレイパネルの画面解像度（４８０×８５４画素）と同じ解像度を有する画像

のビットマップデータ」を書き込み／読み出しを行うことができず，ましてや

「ディスプレイパネルの画像解像度より大きい解像度を有する画像のビットマ

ップデータ」を書き込み／読み出しを行うことはできない。 

 ２ 争点２－１（乙１発明を主引例とする新規性欠如）（無効理由１）について 15 

  （被告の主張） 

   本件発明は，次のとおり，乙１発明（特開２０００－６６６４９号公報）と

同一であるから，本件発明に係る本件特許は，特許無効審判により無効とされ

るべきものである。 

  (1)  本件発明と乙１発明の対比 20 

本件発明と乙１発明（特開２０００－６６６４９号公報に記載された発明）

とを本件発明の構成要件ごとに対比すれば，両者の異同は次のようになる。 

    構成要件Ａ，ＣないしＦ，Ｈ，Ｊについてはいずれも一致する。 

    構成要件Ｂについては，乙１発明には無線通信手段が明示されていない点

で，本件発明と形式的に相違する（相違点１）。 25 

構成要件Ｇについては，乙１発明は携帯情報処理装置であるのに対し，本



 

10 

 

件発明は携帯情報通信装置である点で，形式的に相違する（相違点２）。 

構成要件Ｉについては，乙１発明ではデジタル外部表示信号の伝送方式が

限定されていないが，本件発明では，デジタルＲＧＢ，ＴＭＤＳ，ＬＶＤＳ

（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれかの伝送方式に限定されている

点で形式的に相違する（相違点３）。 5 

構成要件Ｋについては，乙１発明は携帯情報処理装置であるのに，本件発

明は携帯情報通信装置である点で形式的に相違する（相違点４）。 

(2)  上記相違点は実質的な相違点ではないこと 

ア 相違点１，２及び４は実質的な相違点ではないこと 

     相違点１，２及び４は，要するに，本件発明は通信手段が明示された携10 

帯情報通信装置であるのに対し，乙１発明は通信手段が明示されていない

携帯情報処理装置である，というものである。しかし，乙１公報の図面に

通信手段が明示的に記載されていないとしても，特許公報に掲載された図

面は，製品設計図とは異なり，発明を説明するために必要な情報が記載さ

れているものであって，当該図面に明示的に図示されていない構成が存在15 

しないということにはならない。また，乙１の段落【０１０３】には，「…

通信媒体を介してプログラムを受信し…」と記載されている。これらによ

れば，相違点１，２，４は，通信手段が明示的に記載されているか否かと

いう点で形式的に相違しているだけであり，実質的な相違点であるとはい

えない。  20 

イ 相違点３は実質的な相違点ではないこと 

 相違点３は，本件特許の優先日当時に周知技術であった伝送方式が単に

列挙されているだけに過ぎず，実質的な相違点であるとはいえない。 

(3) 小括 

    したがって，本件発明は乙１発明と実質的に同一であるから，本件発明に25 

係る本件特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。 
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  （原告の主張） 

   被告の上記主張は，争う。 

本件発明の携帯情報通信装置 のグラフィックコントローラ は，「前記携帯

情報通信装置が『本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像

データ』を処理して画像を表示する場合」に，前記単一のＶＲＡＭから『前記デ5 

ィスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデー

タ』を読み出し，『該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信

号』を生成し，該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能

と，前記単一のＶＲＡＭから『前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい

解像度を有する画像のビットマップデータ』を読み出し，『該読み出したビット10 

マップデータを伝達するデジタル表示信号』を生成し，該デジタル表示信号を前

記インターフェース手段に送信する機能と，を実現する」のに対して，乙１発明

の携帯機器２は，「『本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画

像データ』を処理して画像を表示する」とされていないだけでなく，そもそも「『画

像データ』を処理して画像を表示する」ともされていない点は，実質的な相違点15 

であり，本件発明は乙１発明と実質的に同一であるとはいえない。 

 ３ 争点２－２（乙１発明を主引例とし，乙５発明を副引例とする進歩性欠如）

（無効理由２）について 

  （被告の主張） 

本件発明は，次のとおり，乙１発明に基づき当業者（その発明の属する技術20 

の分野における通常の知識を有する者）が容易に発明をすることができたもの

であるから，本件発明に係る本件特許は，特許無効審判により無効とされるべ

きものである。 

  (1)  本件発明と乙１発明の対比 

 上記２で主張したとおりである。 25 

  (2) 上記相違点はいずれも本件優先日前に当業者が容易に想到できたこと 
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ア 相違点１，２，４は当業者が容易に想到できたものであること 

相違点１，２及び４が仮に実質的な相違点であるとしても，乙１発明は，

外部表示出力の制御方法に特徴を有する発明であって，通信手段に特徴を

有する発明ではないのであるから，通信手段に関する相違点１，２，４に

は，乙５発明（特開２００４－２１４７６６号公報に記載された発明）の5 

携帯電話機を組み合わせることができるというべきである。 

この点，外部表示出力の制御方法と通信手段には，相互作用や一方が他

方の制約条件となる等の有機的関連性はないから，携帯情報通信装置を適

用することを阻害する事由はない。また，携帯情報通信装置と携帯情報処

理装置はいずれも外部表示出力の制御方法についての課題が共通してい10 

るから動機付けがあるといえる。 

したがって，当業者は，乙１発明に，乙５発明に記載された携帯電話機

を適用することにより，本件優先日に周知技術であった携帯情報通信装置

にも照らし，上記相違点を想到できたというべきである。 

イ 相違点３は当業者が容易に想到できたものであること 15 

     相違点３は，本件特許の優先日当時に周知技術であった伝送方式が単に

列挙されているだけに過ぎず，本件特許の優先日前に当業者が容易に想到

できたことである。 

  （原告の主張） 

   被告の主張は，争う。 20 

本件発明は，構成要件Ｂ，Ｇ，Ｋからも明らかなとおり，「無線通信手段を有

する携帯情報通信装置」に係る発明であり，本件明細書においても，一貫して

「携帯情報通信装置」や「携帯電話機」という用語を使用している。また，構

成要件Ｈから明らかな通り，本件発明に係る「携帯情報通信装置／携帯電話機」

は「画像データの処理機能」を必須の要件としている。したがって，本件発明25 

の技術分野は「『画像データの処理機能』を有する携帯情報通信装置／携帯電話
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機」であるということになる。 

他方で，乙１発明の携帯機器２は，構成要件Ｂ，Ｇ，Ｋに係る無線通信手段 

も，構成要件Ｈに係る「画像データの処理機能」も有さない，単なる「携帯機器

（携帯情報処理装置）」に過ぎないから，乙１発明は，本件発明とは技術分野が大

きく異なるというべきである。したがって，仮に，乙１発明を主引用発明として，5 

本件発明の容易想到性を主張しようとするのであれば，慎重な論理付け(例えば，

主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が

存在するのか否かの検討)が要求されるが，被告の主張する事情はいずれも十分

な動機付けとなる事情とはいえない。 

したがって，本件発明と乙１発明との間の相違点について，本件優先日前に当10 

業者が容易に想到できたとはいえない。 

 ４ 争点２－３（乙５発明を主引例とし，乙１発明を副引例とする進歩性欠如）

（無効理由３）について 

  （被告の主張） 

   本件発明は，次のとおり，乙５発明に基づき，当業者が容易に発明をするこ15 

とができたものであるから，本件発明に係る本件特許は，特許無効審判により

無効とされるべきものである。 

  (1) 本件発明と乙５発明の対比 

本件発明と乙５発明を構成要件ごとに対比すれば，両者の異同は次のよう

になる。 20 

    構成要件ＡないしＣ，Ｆ，Ｇ，Ｊ，Ｋについては一致する。 

    構成要件Ｄについては，乙５発明では表示部１２（内部表示装置）及び外

部表示装置２にデジタル表示信号を送信するのが単に「制御部１０」としか

記載されていないのに対し，本件発明は，中央演算回路の処理結果に基づ

き，グラフィックコントローラが，単一のＶＲＡＭに対してビットマップデ25 

ータの書き込み／読み出しを行い，読み出したビットマップデータを伝達す
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るデジタル表示信号を生成し，当該デジタル表示信号をディスプレイ制御手

段（内部表示装置用の制御手段）とインターフェース手段（外部表示装置用

のデータ送信手段）に送信する，と具体的に記載されている点で相違する

（相違点５）。 

構成要件Ｅについては，本件発明はデジタル信号が「グラフィックコント5 

ローラから」と特定されているのに対し，乙５発明では単に「制御部１０」

と記載されている点で両者は相違する（相違点６）。 

構成要件Ｈについては，本件発明は，グラフィックコントローラが，「単一

のＶＲＡＭからディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像

のビットマップデータを読み出して，デジタル表示信号を生成してディスプ10 

レイ制御手段に送信する機能」と，「ディスプレイパネルの画面解像度より大

きい解像度を有する画像のビットマップデータを読み出して，デジタル表示

信号を生成してインターフェース手段に送信する機能」とを有するのに対し，

乙５発明では，「制御部１０と表示部１２が接続されていること」（乙５図１）

及び「制御部１０は……所望のＷｅｂコンテンツ情報を取得して画像出力部15 

に送出し」と記載されているに留まる点で相違する（相違点７）。 

構成要件Ｉについては，本件発明では，デジタル外部表示信号の伝送方式  

がデジタルＲＧＢ，ＴＭＤＳ，ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうち

のいずれかに限定されているのに対し，乙５発明では限定されていない点で

相違する（相違点８）。 20 

  (2) 上記相違点は本件特許優先日前に当業者が容易に想到できたこと 

ア 相違点５，６，７は当業者が容易に想到できたこと 

     乙５発明には「制御部１０」が内部表示装置及び外部表示装置に表示さ

せることしか記載されておらず，その具体的な制御機構が限定されていな

い点で本件発明と相違するが，当業者は，乙５発明に，乙 1 発明に記載さ25 

れた「表示コントローラ２０」に関する技術的事項を適用することによっ
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て，前記相違点を容易に想到できたといえる。 

イ 相違点８は当業者が容易に想到できたこと 

 相違点８は，本件特許の優先日前に周知技術であった伝送方式が単に列

挙されているだけに過ぎず，当業者が容易に想到できたことである。 

(3) 小括 5 

    したがって，本件発明は，乙５発明に乙１発明を適用することにより当業

者が容易に発明できたものである。 

  （原告の主張） 

   被告の上記主張は，争う。 

本件発明の課題を解決するために乙５発明（主引例）に乙１発明（副引例）10 

を適用することには動機付けがなく，むしろ，阻害要因がある。 

すなわち，本件明細書の記載及び乙５発明が課題解決に関連して有している

機能からすると，本件発明の課題を解決するために，当業者が乙５発明に対し

て他の技術を適用するとするならば，当該技術は，当然，「Ｗｅｂコンテンツに

類する画像データを処理する機能」を有する携帯情報処理装置に係る技術であ15 

るべきである。しかるに，乙１発明の携帯機器２は，「Ｗｅｂコンテンツを閲覧

する機能」はおろか，乙５発明の携帯電話機１が有するような「通信手段」す

ら有しておらず，さらには，「『画像データ』を処理する」という構成自体を欠

いている。 

したがって，本件発明の課題を解決するために，乙５発明に対して当業者が20 

乙１発明を適用することには，動機付けが存在しないというべきである。また，

上記に照らせば，少なくとも，本件発明と乙５発明との間の相違点のうち，「構

成要件Ｄについての相違点５に係る構成」及び「構成要件Ｈについての相違点

７に係る構成」については，仮に，乙５発明に乙１発明を適用したとしても，

当業者がこれを容易に想到することはできないというべきである。 25 

５ 争点２－４（乙５発明を主引例とし，乙６発明を副引例とする進歩性欠如）
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（無効理由４）について 

  （被告の主張） 

   本件発明と乙５発明との対比及び相違点は上記４で主張したとおりであり，

かかる相違点は本件特許の優先日前に当業者が容易に想到できたといえる。 

すなわち，相違点５，６，７は，乙５発明に乙６発明（特開平９－９０９１5 

９公報に記載された発明）を適用することにより当業者が容易に想到できたこ

とであり，相違点８は，本件特許の優先日前に周知技術であった伝送方式が単

に列挙されているだけに過ぎず，当業者が容易に想到できたことである。 

  （原告の主張） 

   被告の上記主張は，争う。 10 

   本件発明と乙５発明との間の構成要件Ｄ，Ｅ及びＨに関する各相違点は，乙

６発明を考慮したとしても，当業者が想到することは困難というべきである。 

 ６ 争点２－５（「単一のＶＲＡＭ」なる語句の意義が不明瞭であることによる明

確性要件違反）（無効理由５）について 

 （被告の主張） 15 

   本件明細書の「発明の詳細な説明」には「単一のＶＲＡＭ」なる語句は存在

せず，その語句の意義を解釈するための基準が示されていないから，本件特許

には明確性違反の無効理由があるというべきである。 

仮に，「単一のＶＲＡＭ」が「『物体として分離している複数の部品』から構

成していない」の意義であるとしても，『物体として分離している複数の部品』20 

の意義が不明確である。例えば，メモリを構成する半導体が単一の結晶からな

るのであれば，確かにそのメモリは物体として分離していないといえるが，メ

モリが複数の結晶からなる半導体から構成している場合は，そのメモリが物体

として分離している複数の部品と解釈することが可能であるし，他方で，同じ

マザーボードに接合したメモリは，はんだ等でマザーボードと結合しているた25 

め物体として分離していないと解釈することも可能である。そして，本件明細
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書には『物体として分離している複数の部品』の解釈基準が示されていないか

ら，『物体として分離している複数の部品』の意義が不明確であり，その不明確

な語句を用いて解釈されている「単一のＶＲＡＭ」の意義も不明確になる。 

 （原告の主張） 

   被告の上記主張は，争う。 5 

   「単一のＶＲＡＭ」の意義は，「ＶＲＡＭが『物体として分離している複数の

部品』から構成していない」というものであることが明確である。 

７ 争点２－６（本件明細書に「単一のＶＲＡＭ」としたことの作用効果の記載

がないことによるサポート要件違反）（無効理由６）について 

 （被告の主張） 10 

  本件明細書には「単一のＶＲＡＭ」なる用語は記載されておらず，「単一のＶ

ＲＡＭ」とすることによる作用効果も記載されていない。そのため，本件明細

書には「単一のＶＲＡＭ」を構成要素とする本件発明の作用効果を当業者が理

解できるような記載がなく，本件特許にはサポート要件違反の無効理由がある

というべきである。 15 

 （原告の主張） 

被告の上記主張は争う。仮に本件明細書に「単一のＶＲＡＭ」なる用語が記

載されていないとしても，本件発明は，「ＶＲＡＭが単一である 」ことによっ

て初めてその作用効果が生じるものであり，本件明細書には，そのような，本

件発明の構成要件Ｄ，Ｈにおいて「単一のＶＲＡＭ」としたことの作用効果が20 

記載されているものである。 

 ８ 争点２－７（訂正要件違反）（無効理由７）について 

  （被告の主張） 

   本件訂正審判に係る訂正事項４及び７においては，構成要件Ｄ及びＨに「単

一のＶＲＡＭ」という語句を追加している。しかし，本件特許の願書に最初に25 

添付された明細書，特許請求の範囲又は図面には「単一のＶＲＡＭ」という文
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言はなく，また「単一のＶＲＡＭ」という技術的事項は明細書，特許請求の範

囲又は図面のすべての記載を総合することによっても導かれる技術的事項では

ないから，特許請求の範囲の記載に「単一のＶＲＡＭ」という文言を追加した

訂正事項４及び７に係る訂正は，特許法１２６条５項の要件を満たさない訂正

である。 5 

  （原告の主張） 

   被告の上記主張は，争う。 

   特許請求の範囲において，「装置に内蔵される部品や要素」について「単一」

という語が使用される場合には，特段の「積極的な意味」を込めずに，「数が複

数ではなく一つである」という意味で使用されるものであり，本件発明も同様10 

である。被告の上記主張は，「ＶＲＡＭが単一である」と限定することの積極的な

意義（作用効果等）が明細書等に記載されていなければならないという前提に立つ

ものであり，誤っている。 

 ９ 争点２－８（本件明細書に「適切に処理する」以外の処理が記載されていな

いことによるサポート要件違反）（無効理由８）について 15 

  （被告の主張） 

   原告は，当裁判所平成３０年（ワ）第３６６９０号事件（第２訴訟）におい

て，構成要件Ｄの「処理」の意義解釈について，「信号を別の信号へと変換する

信号処理，又は，データの別の形式のデータへと変換するデータ処理」である

と主張した（以下，原告が主張する「処理」を「広義の処理」という。）。 20 

しかし，本件明細書には，デジタル表示信号の処理について，【００３２】に

おける「適切な処理」，具体的にはデータ処理手段が画像データファイルについ

て，物理的な現実化にあたって画素数を間引いて表示画像の画素数を少なくし

たり，画素を補完して表示画像の画素数を多くしたりといったことをしない処

理しか記載されていない。すなわち，本件明細書には，広義の処理のうち，【０25 

０３２】における「適切な処理」以外の処理，例えば表示信号の画素を補完し
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て表示画像の画素数を多くする処理は記載されていない。このため，構成要件

Ｄの「処理」を原告が第２訴訟で主張するような広義の処理と解すると，本件

発明は発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えることになり，サポー

ト要件を満たさない。 

したがって，発明の詳細な説明に「適切な処理」以外の処理が記載されてお5 

らず，適切な処理以外の処理を含む本件発明はサポート要件を満たさないから，

本件特許にはサポート要件違反の無効理由があるというべきである。 

  （原告の主張） 

   被告の上記主張は，争う。 

そもそも，本件明細書には，「中央演算回路が適切な処理を行う」との記載は10 

なく，反対に，「中央演算回路は（適切な処理ではない）広義の処理を行う」と

の記載が多数含まれるのであるから，被告の上記主張は成り立たない。 

 １０ 争点３（訂正の対抗主張の可否）について 

  （原告の主張） 

   原告は，前記前提事実のとおり，特許請求の範囲の請求項１の各記載を訂正15 

事項１及び２のとおり訂正することを内容とする訂正を行った。 

   上記の適法な訂正により無効理由は解消し，また，被告各製品は同訂正後の

発明の技術的範囲に属するから，原告による訂正の対抗主張は理由があるとさ

れるべきである。 

  （被告の主張） 20 

   原告の上記主張は，争う。 

上記訂正後の請求項１記載の発明は，願書に最初に添付された明細書，特許

請求の範囲及び図面に記載された事項の範囲内ではないので，上記訂正は特許

法１３４条の２第９項で準用する同法１２６条第５項の訂正要件を充たさない。 

   また，上記訂正によって乙１発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由，乙25 

５発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由のほか，本件訴訟における無効理
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由４ないし７が解消するものではなく，さらに，被告各製品は，訂正後の請求

項１の発明の技術的範囲に属するものではない。 

１１ 争点４（原告における損害の発生の有無及びその額）について 

  （原告の主張） 

  (1) イ号製品の実施料相当額 5 

被告は，遅くとも平成２２年１１月１９日から令和２年３月２日までの間

に，イ号製品を平均単価５万円で少なくとも５０万個販売した。 

上記について，実施料率は少なくとも１％が相当であり，原告がその実施

に対して受けるべき金銭の額は，２億５０００万円を下らない。 

(2) ハ号製品の実施料相当額 10 

被告は，遅くとも平成２３年１月２７日から令和２年３月２日までの間に，

ハ号製品を平均単価５万円で少なくとも５万個販売した。 

上記について，実施料率は少なくとも１％が相当であり，原告がその実施

に対して受けるべき金銭の額は，２５００万円を下らない。 

(3) ニ号製品の実施料相当額 15 

被告は，遅くとも平成２３年３月１１日から令和２年３月２日までの間に，

ニ号製品を平均単価６万円で少なくとも５万個販売した。 

上記について，実施料率は少なくとも１％が相当であり，原告がその実施

に対して受けるべき金銭の額は，３０００万円を下らない。 

(4) ホ号製品の実施料相当額 20 

被告は，遅くとも平成２３年５月２７日から令和２年３月２日までの間に，

ホ号製品を平均単価５万円で少なくとも３０万個販売した。 

上記について，実施料率は少なくとも１％が相当であり，原告がその実施

に対して受けるべき金銭の額は，１億５０００万円を下らない。 

(5) ヘ号製品の実施料相当額 25 

被告は，遅くとも平成２３年１２月１０日から令和２年３月２日までの間
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に，ヘ号製品を平均単価５万円で少なくとも５万個販売した。 

上記について，実施料率は少なくとも１％が相当であり，原告がその実施

に対して受けるべき金銭の額は，２５００万円を下らない。 

(6) まとめ 

以上から，被告が原告に対して賠償すべき損害額は，特許法１０２条３項5 

により，上記(1)ないし(5)の実施料相当額の合計である４億８０００万円を

下らないこととなるが，原告は，その一部として金３０００万円を請求する。 

 （被告の主張） 

   原告の上記主張は，争う。 

第４ 当裁判所の判断 10 

 １ 本件明細書の記載等 

 本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２の前提事実の(3)の

とおりであるところ，本件明細書（甲２）には，次のような記載がある。 

  (1) 【技術分野】 

    【０００１】 15 

本発明は，携帯電話機などの携帯情報通信装置，携帯情報通信装置とと

もに用いる接続ユニット，及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出

力ユニットに関する。 

  (2) 【背景技術】 

    【０００４】 20 

     このような事情により，携帯電話機を中心とする携帯情報通信装置にお

いて，文字や映像を含む画像の表示機能は，今後，ますます重要性を増し

ていくものと考えられる。ところが，携帯電話機をはじめとする携帯情報

通信装置においては，その携帯性が重視されるため大きいサイズのディス

プレイを付属させることができない。（以下略） 25 

    【００１０】 
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     （略）このため，データ通信やデータ処理のニーズが電子メールの送受

信やウェブページの閲覧等に限られるような多数のユーザーにとって，上

記のように，長文の電子メールを読んだり，パソコン向けウェブページを

閲覧したりする際の，付属ディスプレイの画面サイズ・解像度が小さいこ

とに起因する不便さを解消するためだけに別途パソコンを所有すること5 

は，経済的に不合理である。 

     （中略）パソコンと携帯情報通信装置との使い分けを行うとすれば，同

種のものに二重投資を行うことになり，結果として少なくとも一方の稼働

率の低下をもたらすため，資源の効率的な利用の観点からも好ましくない。 

    【００１３】 10 

     このような事情から，携帯情報通信装置の携帯性を損なわないために付

属ディスプレイのサイズを現状通りに維持したままで，しかもパソコンを

併用することなく，長文の電子メールやパソコン向けウェブページ，娯楽

性の高いゲーム，さらにはテレビ番組の映像などを大きな画面で表示する

こと，特に，長文の電子メールについては，垂直スクロールを繰り返すこ15 

となく読めること，パソコン向けウェブページについては，パソコンでの

画面イメージに近いレイアウトで表示し，しかも水平スクロールを繰り返

すことなく閲覧できること，テレビ番組については，テレビ放送における

本来画像を全画面表示することが課題とされている。 

    【００１４】 20 

     このような課題を解決するため，携帯情報通信装置に，該携帯情報通信

装置の付属ディスプレイよりも画面が大きい外部ディスプレイ装置（以下，

大画面外部ディスプレイ装置と略称する）を接続することにより，大画面

外部ディスプレイ装置で画像を表示する技術がいくつか開示されており，

そして，それらの技術は，以下の３つのタイプに分類される。 25 

     第一種：携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置を何らかの接



 

23 

 

続ユニットを介して接続するタイプ 

     第二種：携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接

続されるが，その代わり，大画面外部ディスプレイ装置としては，携帯情

報通信装置から受信した表示データに各種の処理を施す機能を有する画

像表示装置が使用されるタイプ 5 

     第三種：携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接

続され，しかも，大画面外部ディスプレイ装置としては，携帯情報通信装

置との間での何らかのインターフェース手段は備えていることを除けば，

テレビモニタ等の汎用的なディスプレイが用いられるタイプ 

    【００１５】 10 

     このうち，第一種の技術は，例えば，特許文献１，特許文献２，特許文

献３及び特許文献４において開示されている。これらの特許文献で開示さ

れる技術においては，携帯情報通信装置とは別にパソコンを用いる必要は

ないが，その代わりに，別途，プロセサ（特許文献１の場合），ＣＰＵ（特

許文献２の場合），読出制御回路（特許文献３の場合），表示制御手段（特15 

許文献４の場合）といった，何らかの表示データ処理手段を備えた接続ユ

ニットが必要である。（以下略） 

    【００１７】 

     一方，第二種の技術は，例えば，特許文献５，特許文献６，特許文献７，

特許文献８及び特許文献９において開示されている。このタイプの技術に20 

おいては，パソコンやそれに準ずるような接続ユニットは不要であるが，

今度は，大画面外部ディスプレイ装置として，テレビ受像機のような汎用

的なディスプレイ装置をそのままでは使用できず，制御系（マイクロコン

ピュータ）（特許文献５の場合），制御部１５（特許文献６の場合。無線電

話機側の制御部１０とは別），高精細変換部や表示処理部（特許文献７の場25 

合），拡大回路や表示回路（特許文献８の場合）あるいやＣＰＵ（特許文献
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９の場合）といった表示データ処理手段を備えた画像表示装置を使用しな

ければならない。（以下略） 

    【００１９】 

     それに対して，第三種の技術は，接続ユニットや特殊な画像処理装置を

使用せず，携帯情報通信装置と汎用的な大画面外部ディスプレイ装置だけ5 

で構成される。このため，一般的にいって，「不合理な二重投資」や「非効

率な資源利用」の問題が，少なくとも第一種の技術や第二種の技術よりは

少ないと考えられる。 

    【００２０】 

     この第三種の技術として既に実用化されているものに，いわゆる「テレ10 

ビ（ＴＶ）出力機能」又は「ＡＶ出力機能」を有する携帯電話機がある。

このような携帯電話機においては，携帯電話機とテレビモニタを，携帯電

話機側は携帯電話機に固有の接続端子とし，テレビモニタ側はビデオ端子

とするケーブルで接続することにより，該携帯電話機に付属するデジタル

カメラ機能を用いて撮影した静止画や動画，あるいは一部のゲームを，携15 

帯電話機の付属ディスプレイよりも大画面であるテレビモニタに表示す

ることができる。しかし，その場合にテレビモニタに表示される画像の解

像度は，付属ディスプレイの画面解像度（最大でもＱＶＧＡ）と同じであ

るため，該画像は，テレビモニタの中央部に小さく表示されるか，画質の

粗い拡大画像が全画面に表示されるかのいずれかである。 20 

    【００２２】 

     したがって，上記の課題を解決するためには，「ＴＶ出力機能」又は「Ａ

Ｖ出力機能」を有する携帯電話機のように，ただ単に付属ディスプレイに

表示される画像を大画面外部ディスプレイ装置に拡大表示するという機

能を有するに留まらず，付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大25 

きい画像を大画面外部ディスプレイ装置に表示する機能を有する携帯情
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報通信装置を提供することが必要である。（以下略） 

  (3) 【発明が解決しようとする課題】 

    【００３１】 

     本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり，その目的とする

ところは，携帯電話機やＰＤＡをはじめとする携帯情報通信装置に大画面5 

外部ディスプレイ装置を接続することにより，より一般的には，携帯情報

通信装置に大画面ディスプレイ手段を含む周辺装置，及び／又は，大画面

ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続することにより，該大画面

外部ディスプレイ手段において，付属ディスプレイの画面解像度よりも解

像度が大きい画像を表示すること，特に，長文の電子メールについては，10 

垂直スクロールを繰り返すことなく読めること，パソコン向けウェブペー

ジについては，パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し，し

かも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること，テレビ番組につ

いては，テレビ放送における本来画像を表示することを，該大画面外部デ

ィスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段を，付属ディスプレイに15 

画像を表示するためにもともと必要である表示データ生成手段（以下，付

属表示データ生成手段と略記する）とは別個に使用することなく，大画面

ディスプレイ手段を含む周辺装置，及び／又は，大画面ディスプレイ手段

が接続される周辺装置と間のインターフェース手段の追加と，付属表示デ

ータ生成手段への若干の機能追加だけで実現する携帯情報通信装置を提20 

供する点にある。また，携帯情報通信装置及び大画面外部ディスプレイ装

置とともに用いられ，該大画面外部ディスプレイ装置の画面に，付属ディ

スプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示するための接続

ユニットを提供する点にある。さらに，携帯情報通信装置とともに用いら

れ，自らに付属する大画面外部ディスプレイパネルに，該携帯情報通信装25 

置の付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示す
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る外部入出力ユニットを提供する点にある。 

 (4)  【課題を解決するための手段】 

    【００４１】 

     また，携帯情報通信装置に係る第１０の発明は，第７乃至第９のいずれ

か１つの発明の携帯情報通信装置において，前記データ処理手段は，後記5 

グラフィックコントローラ１に対して，仮想画面におけるビットマップデ

ータを生成するように命令する描画命令と，前記送信先指定手段の指定に

基づき，該ビットマップデータから必要な部分を切り出して前記ディスプ

レイ制御手段Ａと前記インターフェース手段Ａ１の少なくとも一方に送

信するように命令する送信命令とを与える中央演算回路１と，前記描画命10 

令に基づき仮想画面におけるビットマップデータを生成して後記ビット

マップメモリ１に書き込むとともに，前記送信命令がビットマップデータ

を前記ディスプレイ制御手段Ａに送信するように命じる場合には，後記ビ

ットマップメモリ１から該ディスプレイパネルＡに表示される画像に対

応する部分だけを切り出して前記ディスプレイ制御手段Ａに送信し，前記15 

送信命令がビットマップデータを前記インターフェース手段Ａ１に送信

するように命じる場合には，後記ビットマップメモリ１から周辺装置にお

ける外部ディスプレイ手段の画面に表示される高解像度画像に対応する

部分だけを切り出して前記インターフェース手段Ａ１に送信するグラフ

ィックコントローラ１と，前記グラフィックコントローラ１で生成された20 

仮想画面におけるビットマップデータを保持するビットマップメモリ１

とを備えるようにしたものである。 

  (5) 【発明の効果】 

    【００７８】 

     第１乃至第１５の発明の携帯情報通信装置においては，携帯情報通信装25 

置のインターフェース手段Ａ１に高解像度外部ディスプレイ手段を含む



 

27 

 

周辺装置，及び／又は，外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接

続して高解像度外部表示信号を送信することにより，該高解像度外部ディ

スプレイ手段の画面において，携帯情報通信装置に付属するディスプレイ

パネルの画面解像度より大きい解像度を有する高解像度画像を表示する

ことができる。（中略） 5 

     しかも，（中略）従来の技術のように，携帯情報通信装置に備えられた表

示データ処理手段とは別に，外部ディスプレイ手段を含む周辺装置向けの

専用の表示データ生成手段を設ける必要はなく，「不合理な二重投資」や

「非効率な資源利用」の問題は回避できる。 

  (6) 【発明を実施するための最良の形態】 10 

    【０１１５】 

（略）グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは，該描画命令に基づき，あ

らかじめ十分な大きさ（以下では，ＱＵＸＧＡ Ｗｉｄｅ（Ｑｕａｄ Ｕ

ｌｔｒａ ＸＧＡ Ｗｉｄｅ）サイズ（水平画素数×垂直画素数＝３８４

０×２４００画素）として説明する）の論理解像度を有するように設定さ15 

れた仮想画面におけるビットマップデータを生成し，必要に応じてＶＲＡ

Ｍ（Ｖｉｄｅｏ ＲＡＭ）１＿１０Ｃへの書き込み／読み出しを行いつつ，

該ビットマップデータをＬＣＤドライバ１５Ｂに送信する。なお、ＶＲＡ

Ｍ１_10C は、［特許請求の範囲］でいうところのビットマップメモリ１に

あたる。（以下略） 20 

    【０１１７】 

     特に，携帯電話機１が，インターネットに接続したウェブサイトにアク

セスし，該ウェブサイトを構成するウェブページを閲覧している場合には，

中央演算回路１＿１０Ａ１は，フラッシュメモリ１４Ａに格納されたブラ

ウザプログラムに従って，通信用アンテナ１１１Ａ，ＲＦ送受信部１１１25 

Ｂ，ベースバンドプロセッサ１１及びバス１９を経由して，ウェブページ
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を構成するマークアップ文書ファイル及びそのリンクファイルを取得し，

ウェブページのレイアウト形式に応じて以下のように描画命令を生成・送

信する。すなわち，ウェブページがリキッドレイアウト，又はＬＣＤパネ

ル１５Ａの画面水平解像度（２４０画素）よりも狭い固定幅レイアウトを

採用していれば，ＬＣＤパネル１５Ａの画面水平解像度と同じ水平画素数5 

を有するページ画像の描画命令を，ウェブページがＬＣＤパネル１５Ａの

画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用していれば，該固定幅

と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を，それぞれ生成し，該

描画命令をグラフィックコントローラ１＿１０Ｂに送信する。 

     グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは，該描画命令に基づき仮想画面10 

におけるビットマップデータを生成しＶＲＡＭ１＿１０Ｃに書き込むと

ともに，ＬＣＤパネル１５Ａに表示され，ＬＣＤパネル１５Ａの画面解像

度と同じ解像度を有する画像を記述するビットマップデータをＶＲＡＭ

１＿１０Ｃから切り出してＬＣＤドライバ１５Ｂに送信する。（以下略） 

    【０１２７】 15 

     グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは，中央演算回路１＿１０Ａ１か

ら受信した描画命令に基づき，あらかじめ設定された仮想画面上において

ビットマップデータを生成し，ＶＲＡＭ１＿１０Ｃに書き込む。さらに，

グラフィックコントローラ１＿１０Ｂは，中央演算回路１＿１０Ａ１から

入手した外部ディスプレイ装置５の画面解像度データに基づき，外部ディ20 

スプレイ装置５の画面解像度と同じ解像度を有し，外部ディスプレイ装置

５の画面に表示される画像を記述するビットマップデータをＶＲＡＭ１

＿１０Ｃから切り出す。その上で，中央演算回路１＿１０Ａ１から受信し

た送信命令に基づき，該ビットマップデータをＴＭＤＳトランスミッタ１

３Ａに送信し，ＴＭＤＳトランスミッタ１３Ａは，該ビットマップデータ25 

を，外部接続端子部Ａ＿１３Ｄを経由して接続ユニット３のインターフェ



 

29 

 

ース部Ｂ＿３３にＴＭＤＳ伝送方式で送信する。 

 ２ 争点１（被告各製品の２０ライン分のラインバッファは，「単一のＶＲＡＭ」

を充足するか（構成要件Ｄ及びＨの充足性））について 

  (1)  「単一のＶＲＡＭ」の意義 

   ア 本件特許の特許請求の範囲における構成要件Ｄにおいては，「グラフィ5 

ックコントローラ」が，「該中央演算回路の処理結果に基づき，単一のＶＲ

ＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い，「該読み

出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すると

規定されている。 

また，構成要件Ｈにおいては，「グラフィックコントローラ」が，「前記10 

単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度

を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマ

ップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」すること及び「前記単

一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像

度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビット15 

マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成」することが規定され

ている（なお，構成要件Ｈにおける「前記単一のＶＲＡＭ」との文言から，

構成要件Ｄと構成要件Ｈの「単一のＶＲＡＭ」は同一の意義を持つものと

解される。）。 

さらに，構成要件Ｆ，Ｈ，Ｊによると，「ディスプレイパネルの画面解像20 

度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」は，「外部ディス

プレイ手段」に表示するためのものであるといる。 

これらの記載によれば，構成要件Ｄ及びＨの「単一のＶＲＡＭ」は，「グ

ラフィックコントローラ」により，「ビットマップデータの書き込み／読み

出し」がされるものであって，外部ディスプレイ手段に表示するための「デ25 

ィスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビット
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マップデータ」の書き込み／読み出しがされるものであり，前記「ディス

プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマッ

プデータ」の全体を記憶することが可能なものと解するのが相当である。 

そして，前記１に認定した本件明細書の記載（特に段落【０１１５】，【０

１１７】，【０１２７】）も，その記載内容に照らせば，構成要件Ｄ及びＨの5 

「単一のＶＲＡＭ」が，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像

度を有する画像のビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なも

のであるとの上記クレーム解釈に整合しており，同解釈を裏付けるものと

評価することができる。 

   イ 原告は，構成要件Ｈは，ビットマップデータの読み出しの具体的な方法10 

について何らの特定もしておらず，ディスプレイパネルの画面解像度と同

じ解像度を有する画像のビットマップデータを一挙に読み出すことを規

定したものとは解されない旨を主張する。しかし，特許請求の範囲の記載，

明細書の記載を検討すると，上記アに説示したとおり，「単一のＶＲＡＭ」

は，「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の15 

ビットマップデータ」の全体を記憶することが可能なものと認めるのが相

当である。原告の上記主張は採用することができない。 

  (2) 「単一のＶＲＡＭ」の充足性 

    以上のクレーム解釈を前提に，被告各製品が，構成要件Ｄ，Ｈの「単一の

ＶＲＡＭ」を充足するかについて検討する。 20 

前記前提事実のとおり，被告各製品は，データ処理手段としてのＣＰＵ（中

央演算回路）及び液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）を備える

ものであるところ，このＣＰＵ（中央演算回路）は，無線通信手段から受信

した信号（圧縮した通信信号）をデコードして画像データを展開し，拡大／

縮小（補間／間引き）を適宜行って内蔵用表示データ及び外部用表示データ25 

を生成し，生成した表示データを同ＣＰＵ（中央演算回路）に接続されたＳ
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ＤＲＡＭに書き込み／読み出しを行い，その内蔵用表示データ及び外部用表

示データを液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）に送信する構成

を有している。しかして，この液晶コントローラ（グラフィックコントロー

ラ）には，６個の２Ｍビット（２５６ｋバイト）ＤＲＡＭが内蔵されている

ところ，これは，外部表示用のラインバッファ（２０ライン分）であり，画5 

像全体を書き込み／読み出しするためのものではないというのである（被告

各製品の構成ｄ）。 

    しかして，このような，被告各製品の液晶コントローラ（グラフィックコ

ントローラ）が内蔵するＤＲＡＭは，少なくとも外部表示用にはラインバッ

ファ（外部表示手段に表示するための画像全体を書き込み／読み出しするた10 

めのものではない）として用いられるものであるから外部表示手段に表示す

るための「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像

のビットマップデータ」の全体を記憶するものではないことは明らかである

というほかない。 

そうすると，被告各製品における上記ＤＲＡＭ（２０ライン分のラインバ15 

ッファ）は，「単一のＶＲＡＭ」との文言を充足するものとは認められず，被

告各製品が，構成要件Ｄ及びＨを充足するものとは認められない。 

 ３ 結論 

   以上によれば，被告各製品は，本件発明の技術的範囲に属するものではない

というべきであるから，その余の争点について判断するまでもなく，被告によ20 

る本件特許権の侵害は認められず，原告の請求は理由がない。 

よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 

 

   東京地方裁判所民事第４７部 

 25 
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別紙  

被告製品目録 

 

 １ イ号製品 

   携帯電話機「ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＩＭＥ ｓｅｒｉｅｓ ＳＨ－０１Ｃ」 5 

 ２ ロ号製品（欠番） 

 ３ ハ号製品 

   携帯電話機「ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＯ ｓｅｒｉｅｓ ＳＨ－０５Ｃ」 

 ４ ニ号製品 

   携帯電話機「ＳＨ－０９Ｃ」 10 

 ５ ホ号製品 

   携帯電話機「ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＩＭＥ ｓｅｒｉｅｓ ＳＨ－１０Ｃ」 

 ６ ヘ号製品 

   携帯電話機「ｄｏｃｏｍｏ ＳＴＹＬＥ ｓｅｒｉｅｓ ＳＨ－０３Ｄ」 

  15 

                                  以上 
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別紙  

特許請求の範囲 

 

 【請求項１】 

 ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し，該入力データを後記中央演5 

算回路へ送信する入力手段と； 

 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上，後記中央演算回路に送信するとと

もに，後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する

無線通信手段と； 

 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデー10 

タファイルとを格納する記憶手段と； 

 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基

づき，前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い，リアルタ

イムでデジタル表示信号を生成するか，又は，自らが処理可能なデータファイルと

して前記記憶手段に一旦格納し，その後読み出した上で処理する中央演算回路と，15 

該中央演算回路の処理結果に基づき，単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータ

の書き込み／読み出しを行い，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジ

タル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後

記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと，から構成される

データ処理手段と； 20 

 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイ

パネルと，前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき

前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成

されるディスプレイ手段と； 

 外部ディスプレイ手段を備えるか，又は，外部ディスプレイ手段を接続するかす25 

る周辺装置を接続し，該周辺装置に対して，前記グラフィックコントローラから受
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信したデジタル表示信号に基づき，外部表示信号を送信するインターフェース手段

と； 

 を備える携帯情報通信装置において， 

 前記グラフィックコントローラは，前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディ

スプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場5 

合に，前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像

度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマップデ

ータを伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を前記ディスプ

レイ制御手段に送信する機能と，前記単一のＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネ

ルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，10 

「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デ

ジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と，を実現し， 

 前記インターフェース手段は，前記グラフィックコントローラから受信した「ビ

ットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を，デジタルＲＧＢ，ＴＭＤＳ，

ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデ15 

ジタル外部表示信号に変換して，該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信す

る機能を有する， 

 ことにより， 

 前記外部ディスプレイ手段に，「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大き

い解像度を有する画像」を表示できるようにした， 20 

 ことを特徴とする携帯情報通信装置。 

                                  以上 
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別紙  

被告各製品の本件発明に対応する構成（原告の主張） 

 

  被告各製品の構成を，本件発明の構成要件に対応させて表現すれば，次のとお

りになる。 5 

  ａ 入力手段としての，キー操作部を備える。 

    そして，このキー操作部は，ユーザーがマニュアル操作によって入力した

データを，中央演算回路であるＣＰＵに送信する。 

  ｂ 無線通信手段としての，無線通信用メインアンテナ及び無線送受信用ＩＣ

を備える。 10 

    そして，この無線通信用メインアンテナ及び無線送受信用ＩＣは，無線信

号を受信してデジタル信号に変換の上，ＣＰＵ（中央演算回路）に送信する

とともに，ＣＰＵ（中央演算回路）から受信したデジタル信号を無線信号に

変換して送信する。 

  ｃ 記憶手段としての，内部メモリ及び外部メモリであるｍｉｃｒｏＳＤカー15 

ドを備える。 

    そして，この内部メモリは，ＣＰＵ（中央演算回路）を動作させるプログ

ラムを格納する。 

    また，このｍｉｃｒｏＳＤカードは，ＣＰＵ（中央演算回路）で処理可能

なデータファイルを格納する。 20 

  ｄ データ処理手段としての，ＣＰＵ（中央演算回路）及び液晶コントローラ

（グラフィックコントローラ）を備える。 

    そして，このＣＰＵは，キー操作部（入力手段）から受信したデータと内

部メモリ（記憶手段）に格納されたプログラムとに基づき，無線通信用メイ

ンアンテナ及び無線送受信用ＩＣ（無線通信手段）から受信したデジタル信25 

号に必要な処理を行い，リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか，又
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は，自らが処理可能なデータファイルとしてｍｉｃｒｏＳＤカード（記憶手

段）に一旦格納し，その後読み出した上で処理する。 

    また，この液晶コントローラは，単一のＶＲＡＭを内蔵しており，ＣＰＵ

（中央演算回路）の処理結果に基づき，前記ＶＲＡＭに対してビットマップ

データの書き込み／読み出しを行い，「該読み出したビットマップデータを5 

伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を，ディスプレ

イ制御手段である液晶ドライバ又はインターフェース手段であるＨＤＭＩト

ランスミッタに送信する。 

  ｅ ディスプレイ手段としての，液晶ディスプレイパネル（ディスプレイパネ

ル）と液晶ドライバ（ディスプレイ制御手段）を備える。 10 

    そして，この液晶ディスプレイパネルは，画面解像度が４８０×８５４画

素であり，画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示す

る。また，この液晶ドライバは，液晶コントローラ（グラフィックコントロ

ーラ）から受信したデジタル表示信号に基づき液晶ディスプレイパネル（デ

ィスプレイパネル）の各々の画素を駆動する。 15 

  ｆ インターフェース手段としての，ＨＤＭＩトランスミッタ及びｍｉｃｒｏ

ＨＤＭＩ端子を備える。 

    そして，このｍｉｃｒｏＨＤＭＩ端子は，外部ディスプレイ手段を備える

周辺装置を接続することができる。 

    また，ＨＤＭＩトランスミッタは，液晶コントローラ（グラフィックコン20 

トローラ）から受信したデジタル表示信号に基づき，外部表示信号をｍｉｃ

ｒｏＨＤＭＩ端子を介して周辺装置に送信する。 

  ｇ 以上を備えるフィーチャーフォン（携帯情報通信装置）である。 

  ｈ 液晶コントローラ（グラフィックコントローラ）は，被告各製品（携帯情

報通信装置）が「本来解像度が１９２０×１０８０画素である（ディスプレ25 

イパネルの画面解像度より大きい）画像データ」を処理して画像を表示する
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場合に，内蔵するＶＲＡＭから，「４８０×８５４画素である（ディスプレイ

パネルの画面解像度と同じ解像度を有する）画像のビットマップデータ」を

読み出し，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」

を生成し，該デジタル表示信号を液晶ドライバ（ディスプレイ制御手段）に

送信する機能と，内蔵するＶＲＡＭから「１９２０×１０８０画素である（デ5 

ィスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する）画像のビットマ

ップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジ

タル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号をＨＤＭＩトランスミッタ（イ

ンターフェース手段）に送信する機能と，を実現する。 

  ｉ ＨＤＭＩトランスミッタ（インターフェース手段）は，液晶コントローラ10 

（グラフィックコントローラ）から受信したビットマップデータを伝達する

デジタル表示信号を，ＨＤＭＩ信号（ＴＭＤＳ方式で伝送されるデジタル外

部表示信号）に変換し，該ＨＤＭＩ信号をｍｉｃｒｏＨＤＭＩ端子（インタ

ーフェース手段）を介して周辺装置に送信する。 

  ｊ 以上により，周辺装置に備えられる外部ディスプレイ手段に，「１９２０×15 

１０８０画素である（ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を

有する）画像」を表示できるようにした， 

  ｋ フィーチャーフォン（携帯情報通信装置）である。 

                                  以上 


